
【調査様式①】【調査様式①】【調査様式①】【調査様式①】

施設の名称

所在地

施設外観（写真） アクセスマップ

施設情報

施設内写真 施設平面図

利用時間 休館日

利用料金

利用料減免措置 有　・　無
（有の場合）

対象者

利用条件等

施設電話番号 施設ＦＡＸ

メールアドレス：

施設ホームページ
※使用申請書様式のみ掲載。

市町村担当者
仁淀川町教育委員会　総務係　

ＴＥＬ：０８８９－３５－００１９ niyodogawa-t@kochinet.ed.jp

①実習室　    　机、椅子　　 定員　　２０名
②会議室　　　　机、椅子　　 定員　１５０名
③談話室　　　　机、椅子　　 定員　　１０名
④調理実習室 　 調理台   　　定員　  １０名
⑤和室　　　　　机、座布団　 定員  １２０名
⑥パソコン室　　机、椅子　   定員    １０名
⑦視聴覚室　　　机、椅子　　 定員    １０名

施設管理者
市町村における公共施設　・　市町村で把握している民間施設　・　その他施設　

仁淀川町

０８８９－３５－００１９ ０８８９－３５－００１０

http://www.kochinet.ed.jp/niyodogawa-t/

データなし データなし

　　　使用料　　　　　　空調１時間あたり　　　電灯１時間あたり　　　備付物品使用の場合１
人あたり
①　 １００円                      １０８円　　　　　　　　　　５０円 　　　　　　　　　　　－
②１,０００円　　　　　　　　　　３２７円　　　　　　　　　２４３円　　　　　　　　　　　１０
③ 　１００円　　　　　　　　　　　５５円　　　　　　　　　　３８円　　　　　　　　　　　－
④ 　１００円　　　　　　　　　　　６５円　　　　　　　　　　１５円　　　　　　　　　　　－
⑤１,０００円　　　　　　　　　　３２７円　　　　　　　　　１６５円　　　　　　　　　　　３６
⑥ 　２５０円　　　　　　　　　　　７１円　　　　　　　　　　４５円　　　　　　　　　　　－
⑦ 　１００円　　　　　　　　　　　８１円　　　　　　　　　　２３円　　　　　　　　　　　－

１．生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶
助を受けている者が使用するとき。
２．身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
に定める身体障害者が使用するとき。
３．仁淀川町及び国、県等の機関並びに仁淀川
町が設置する各種委員会並びに附属機関が後
援及び推奨する事業の使用
４．公的機関、学校教育、社会教育及びこれに
準ずる町内の各種団体の使用

・会議室は会議をはじめ、ダンスや踊りにも活用できます。またスクリーンもありま
すので研修会にも活用できます。
・実習室は少人数の会議等に活用できます。

午前９時から午後１０時

土日祝日及び
12月28日から翌年1月4日（ただ
し、館長が特に認めた場合は開
館します。）

各市町村におけるＮＰＯの活動拠点や活動場所として使用できる施設情報

仁淀川町立中央公民館

データなし データなし

高知県吾川郡仁淀川町大崎４６０－１


